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【秋季年末闘争に向けての府労組連の要求】

１．６０歳以降の賃金水準を引下げず、６０歳以降も維持すること。また、引下げる場
合は、段階的に引下げるなどの措置を設けること。

２．５５歳昇給停止をやめ、５５歳以降も昇給させること。また、４０歳代以降の賃金抑
制を行わないこと。

３．再任用職員の賃金水準を定年引上げ職員と同水準となるよう改善すること。一時
金についても定年前職員と同様の支給率とすること。

４．高齢者部分休業を取得した場合、定年退職前に取り消しができるようにすること。
また、高齢者部分休業を取得する職員の代替職員は正規職員で配置すること。

５．同一労働同一賃金の原則にもとづき、役職定年による管理職と同様の賃金水準
を保障すること。また、役職（管理職）以外の職員が本人の意に反して、６０歳を超えた
ことを理由に降格されることがないようにすること。

６．定年前短時間再任用、暫定再任用は、希望する全員を採用し、定数外配置とし、
欠員補充や長時間労働の解消につなげること。６０歳以上の職員の勤務が困難となる
職種については、必要な人員配置を行い、業務軽減措置をはかること。

府労組連ニュース

来年度より段階的に引上げ６５歳定年に
▶ 給料は６０歳時の７割水準、役職定年制を導入

▶ 退職手当は不利益がないよう６０歳退職時水準を保障
首席・指導教諭（特２級）、総括実習教員（２級）の取り扱いは継続協議

定年引上げ


